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奈良市報告第３６号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

―　1　―



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年６月２５日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年６月１２日午後３時５０分頃、奈良市左京五丁目地内において発生した、

環境清美工場の看板が突風にあおられ、停車していた相手方の普通自動車が損傷した

事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ７８，３９８円
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奈良市報告第３７号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について
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市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年６月２６日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年５月２日午後１時３０分頃、奈良市西大寺野神町地内において発生した、

本市の公用車が相手方所有地のブロック塀を損傷させた事故について、和解により次

のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ５７，７５０円
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奈良市報告第３８号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について
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市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年７月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年５月３０日午前９時１０分頃、奈良市尼辻北町３３６８番地の１先にお

いて発生した、本市の公用車が停止中の軽自動車に追突した事故について、和解によ

り次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ３３９，３４１円
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奈良市報告第３９号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について
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市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年７月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２４年１０月１０日午後２時頃、奈良市恋の窪一丁目地内において、相手方が

歩道の境界ブロックの破損している箇所で転倒し右足首を負傷した事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ３６,８４３円
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奈良市報告第４０号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について
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市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年７月４日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年５月２８日午前８時４５分頃、奈良市五条三丁目地内において発生した、

本市の公用車が相手方敷地内の車止めを破損した事故について、和解により次のとお

り損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ８０，０００円
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奈良市報告第４１号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

―　11　―



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年７月４日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年４月２３日午前９時４０分頃、奈良市大宮町四丁目地内において発生

した、本市の公用車が相手方マンション敷地内の花壇を損傷させた事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ５９，８５０円
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奈良市報告第４２号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について
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市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年７月４日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年６月３日午前８時４０分頃、奈良市敷島町二丁目地内において発生し

た、本市の公用車が相手方敷地内の花壇を損傷させた事故について、和解により次の

とおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ５７，７５０円

―　14　―



奈良市報告第４３号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について
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市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年７月２４日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年６月２１日午後１２時１０分頃、奈良市歌姫町地内において発生した、

本市の公用車が相手方敷地内の壁の瓦を破損させた事故について、和解により次のと

おり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ６６，１５０円

―　16　―



奈良市報告第４４号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

―　17　―



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年７月２６日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年６月２６日午前９時１７分頃、奈良市菅原町地内において発生した、本

市の公用車が相手方の軽自動車に接触した事故について、和解により次のとおり損害

賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ９８，１１５円

―　18　―



奈良市報告第４５号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

―　19　―



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年７月２６日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年７月１１日午後８時頃、奈良市中山町地内において発生した、下水道の

マンホール鉄蓋周辺の陥没のため鉄蓋の角で相手方の軽自動車のタイヤが破損した事

故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ４，４１０円
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奈良市報告第４６号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

―　21　―



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年７月３１日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年６月２６日午前８時３５分頃、奈良市役所敷地内において発生した、走

行していた本市の公用車が駐輪場内の原動機付自転車３台及び自転車２台を損傷させ

た事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ３８８，７００円

―　22　―



奈良市報告第４７号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について
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市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年８月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年７月２日午前８時頃、奈良市尼辻北町地内において発生した、本市の公

用車が相手方の軽自動車に追突した事故について、和解により次のとおり損害賠償の

額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ４８０，０００円

―　24　―



奈良市報告第４８号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について
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市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年８月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年５月３１日午後２時頃、第１２号（横井）市営住宅地内において発生し

た、草刈作業中に跳ねた石が、駐車中の相手方の普通自動車の運転者側の窓ガラスを

損傷させた事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 １４６，０４３円
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奈良市報告第４９号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について
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市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年８月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年７月１１日午後７時５５分頃、奈良市鴻ノ池運動公園内において、相手

方の原動機付自転車が、公園内通路の路面のアスファルトが円形状に剥がれた箇所を

通過した際転倒し、車体を損傷した事故の物件損害について、和解により次のとおり

損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ２７，０００円
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奈良市議案第９５号

市長専決処分の報告及び承認を

求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について
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市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとす

る。

平成２５年７月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年５月６日午後４時３０分頃、奈良市左京五丁目２番地内において発生し

た、本市の公用車が一旦停止中の普通自動車に追突した事故について、和解により次

のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 １，０６３，９４４円

―　30　―



奈良市議案第９６号

財 産 の 取 得 に つ い て

消防車両整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 物 品 の 表 示

名 称 種 類 数 量

その他の消防用自動車
災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車

（２０ｍ級）
１ 台

２ 契 約 金 額 ９２，４００，０００円

３ 契約の相手方 大阪市生野区小路東五丁目５番２０号

株式会社モリタ大阪支店

支店長 平田 隆吉
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奈良市議案第９７号

財 産 の 取 得 に つ い て

消防車両整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 物 品 の 表 示

名 称 種 類 数 量

救急自動車 高規格救急自動車 １ 台

２ 契 約 金 額 ２３，２８９，０００円

３ 契約の相手方 奈良市大宮町四丁目４５９番１

奈良日産自動車株式会社奈良店

店長 北村 肇基
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奈良市議案第９８号

工事請負契約の締結について

月ヶ瀬温泉設備改修その他工事について、次のとおり工事請負契約を締結するもの

とする。

ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において

変更することができる。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 契 約 の 目 的 月ヶ瀬温泉設備改修その他工事

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 ２６１，４５０，０００円

４ 契約の相手方 奈良市今辻子町２４番１

株式会社テクノ菱和奈良営業所

所長 藤本 泰成

―　33　―



月ヶ瀬温泉設備改修その他工事の概要

１．工事場所 奈良市月ヶ瀬尾山２６８１番地

２．工事規模

敷地面積 ４，２２６．６３㎡

延床面積 ９９７．４６㎡

（１）機械設備工事 一式

ろ過設備更新

空調設備（一部）更新

（２）電気設備工事 一式

高圧受変電設備更新

（３）建築改修工事 一式

内部改修

浴室改修（サウナ・露天風呂共）

展望露天風呂新設

（４）外構工事 一式

３．工 期 契約の日から平成２６年１月３１日まで
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【内部改修】

源
泉

風
呂

4
.
3
4

5
.
3
0

6

5
.
7
3

道
路
境
界
線

▼

消
消

消

風除室

湯上りロビー

飲食店個室

厨房

休憩室

脱衣室１

事務室

便　所 脱衣室２

事務所
機械室

浴室２
(茶の湯)

(梅の湯)
浴室１

サウナ
源泉風呂

水風呂

露天風呂

サウナ 水風呂

露天風呂

源泉風呂

【浴室改修】

【高圧受変電設備更新】

【ろ過設備改修】

【展望風呂新設】

平　面　図

キュービクル

―　37　―



北面立面図
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西面立面図

東面立面図

立　面　図

―　38　―



奈良市議案第９９号

工事請負契約の締結について

（仮称）認定こども園青和幼稚園園舎改築工事について、次のとおり工事請負契約

を締結するものとする。

ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において

変更することができる。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 契 約 の 目 的 （仮称）認定こども園青和幼稚園園舎改築工事

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 ３３３，９６５，１００円

４ 契約の相手方 奈良市三条大路二丁目１番６６号

（仮称）認定こども園青和幼稚園園舎改築工事

平井建設・谷建設特定建設工事共同企業体

代表者 平井建設株式会社

代表取締役 平井 克

谷建設株式会社

代表取締役 谷 健兒
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（仮称）認定こども園青和幼稚園園舎改築工事の概要

１．工事場所 奈良市百楽園四丁目１番１号

２．工事規模

（１）建築工事 一式

園舎改築工事

敷地面積 ： ２０，５１６．４１㎡

延床面積 ： １，４４８．１２㎡

構造階数 ： 鉄筋コンクリート造 ２階建

（２）電気設備工事 一式

（３）機械設備工事 一式

３．工 期 契約の日から平成２６年３月２５日まで
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奈良市議案第１００号

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年１月１０日午後７時頃、奈良市三碓町地内において、市道西部第８９０

号線と阪奈道路の立体交差を貨物トラックが通過した際に、内部の段差に車両が接触

し荷台部分が損傷した事故について、相手方から損害賠償の請求があった。

本件については、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

平成２５年８月１９日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 損害賠償の額 １，９７０，０２０円
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